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【最終確認】「コロナに打ち勝て！
暮らしの応援クーポン券」使用期限は2月28日まで

ページ

高額医療・高額介護合算療養費制度
自己負担限度額を超えた差額を支給

❸ページ
春の火災予防運動❷ページ

【最終確認】「コロナに打ち勝て！
暮らしの応援クーポン券」使用期限は2月28日まで
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高額医療・高額介護合算療養費制度
自己負担限度額を超えた差額を支給
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春の火災予防運動❷ページ

密を避けた
成人式
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　春の火災予防運動が、全国で一斉に実施されます。
　火災は、命や財産を奪う大変恐ろしいものです。空気が乾燥し、火災が発生しやすい季節で
すので、十分な対策をしてください。家族や近所の助け合いを大切にして、みんなで声を掛け
合って火災予防に取り組んでください。

　　令和2年中の知多中部管内（半田市、阿久比町、武豊町、東
浦町）では、70件の火災が発生しました。火災による負傷者は
3人、死者は0人です。

▽　種別件数
　　昨年と比較して火災の件数は減少しましたが、少しの油断

から火災は発生します。火気の取り扱いなど、十分注意してく
ださい。

▽　出火原因
　　たき火や火入れが原因で発生した火災の多くは、風の影響

で大きく燃え広がったり、周囲の枯れ草などに火の粉が飛ん
だりしたことで発生しています。空気が乾燥して風が強いとき
は、屋外での火の使用を控えてください。

　　放火は、「放火されない」「放火させない」ことが大切です。
家の周囲を明るくし、不要な可燃物を置かない、物置や空き
家には鍵を掛けるなど、放火されない環境づくりをしてくださ
い。

　　住宅用火災警報器は、火災をいち早く知らせる機器です。きちんと作動するように、日ごろの維持管理が大切です。
▽　定期的に点検ボタンなどで、メッセージや警報音が鳴るか作動確認をしてください。鳴らない場合は、電池がきちん

とセットされているかを確認し、それでも鳴らない場合は電池を交換してください。
▽　機器には交換時期があります。おおむね10年たった機器は、本体を交換してください。

『その火事を　防ぐあなたに　金メダル』

春の火災予防運動春の火災予防運動春の火災予防運動春の火災予防運動
3月1日（月）～3月7日（日）

■火災被害件数と原因

種　別 件数（前年比）

令和 2年　出火原因

■住宅用火災警報器の点検

令和2年度　全国統一防火標語

　住宅用火災警報器を購入し、まだ取り付けていない方で、次の条件に全て該当す
る世帯には、消防職員を派遣し、住宅用火災警報器の取り付けを行います。
▽　購入したものの、個人で取り付けることができない方
▽　親戚や近隣者などによる取り付けの協力が得られない方
▽　阿久比町に在住の方
▽　平日の午前9時から午後4時までの間に取り付け可能な方
※　取り付け料金は無料です。
※　電池式の住宅用火災警報器に限ります。

■住宅用火災警報器の取り付けを支援

建 物 火 災
車 両 火 災
船 舶 火 災
その他火災
合 計

31 件（  －7 件）
6 件（  ＋3 件）

　0 件（　±0 件）
33 件（　－6 件）
70 件（－10 件）

1 位

3 位

たき火　　　       11 件
放火・放火の疑い 11 件
たばこ　　　        9 件
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■問い合わせ先　知多中部広域事務組合消防本部予防課　（21）1491
　　　　　　　　ホームページ　http://www.cac-net.ne.jp/̃chitachu/

1.貧困をなくそう
あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせるＳＤＧｓ17の目標

2.飢餓をゼロに
飢餓を終わらせ、食料安全保障・栄養改善を実現し、持続可能な農業を
促進する



　医療と介護サービスの両方を利用している世帯の負担を軽減するため、世帯内の同一保険〔国民健康保
険、社会保険（被用者保険）、後期高齢者医療制度など〕の各加入者が、1年間（毎年8月～翌年7月）に支払った
医療費と介護費用の自己負担額を合計し、自己負担限度額を超えた金額を支給する制度があります。

　医療費と介護費用の自己負担額があり、両方合わせた額が次の自己負担限度額を超えている方

※　所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
※　高額療養費、高額介護サービス費、入院時食事代、差額ベッド代などは対象外です。

自己負担限度額

自己負担限度額区分

現役並み所得
（一定以上所得者）

212万円
141万円
67万円
56万円
31万円
19万円

212万円
141万円
67万円
60万円
34万円

住民税非課税世帯

一般

所得が901万円を超える （ア）
（イ）
（ウ）
（エ）
（オ）

所得が600万円を超え901万円以下
所得が210万円を超え600万円以下
所得が210万円以下（住民税非課税世帯を除く）
住民税非課税世帯

区分Ⅰ
区分Ⅱ

負担区分

所得要件

▽　後期高齢者医療制度加入者・70歳以上の国民健康保険加入者

▽　70歳未満の国民健康保険加入者

（例）夫婦2人世帯で、ともに72歳・国民健康保険加入者・住民税非課税世帯『区分Ⅱ』に該当
　　1年間に国民健康保険で25万円の医療費と介護保険で25万円の介護費用を支払った。
　　⇒申請すると、医療費と介護費用の合計50万円と自己負担限度額31万円との差額19万円が支給されます。

 ・ 　申請受け付けは毎年7月31日時点で加入していた医療保険で行います。
 ・ 　介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している世帯で支給の可能性がある方には、2月中旬以降に

文書でお知らせします。記載された問い合わせ先の窓口で申請してください。
 ・ 　町外へ転出した方、町外から転入した方、ほかの社会保険から国民健康保険・後期高齢者医療制度に変わった方は、

転入前の市町村や以前加入していた医療保険への手続きが必要となります。（条件によってはお知らせが送付されな
い場合があります）

 ・ 　国民健康保険、後期高齢者医療制度以外の保険に加入している方は、加入している医療保険に問い合わせください。
 ・ 　申請にはマイナンバー（個人番号）を記入する必要があります。
 ・ 　具体的な手続きや不明な点については、問い合わせ先に相談してください。

世帯で支払った金額

課税所得690万円以上
課税所得380万円以上
課税所得145万円以上

Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ

（年間）31万円
自己負担限度額 申請で支給される差額

19万円

～高額医療・高額介護合算療養費制度～～高額医療・高額介護合算療養費制度～～高額医療・高額介護合算療養費制度～～高額医療・高額介護合算療養費制度～
自己負担限度額を超えた差額を支給

■支給対象

■負担軽減の例

■申請受け付け

■問い合わせ先　阿久比町役場　（48）1111（代表）
【介護保険に関すること】　　　　　　健康介護課介護保険係　（内1125・1126）
【国民健康保険に関すること】　　　　住民福祉課国保年金係　（内1116・1117）
【後期高齢者医療制度に関すること】　住民福祉課福祉医療係　（内1119・1120）

50万円
介護費用
25万円

医療費
25万円
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3.すべての人に健康と福祉を
あらゆる年齢の全ての人の健康的な生活を確保し、
福祉を促進する

ＳＤＧｓ17の目標
4.質の高い教育をみんなに
全ての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会
を促進する



町民の皆さんの話題やニュースを紹介

あなたは写っていませんか。もし写っていれば、写真をおわけしますのでご連絡ください。 　政策協働課調査広報係　（48）1111（内線1310）

冬の夜空を彩るイルミネーション
　東部小学校で東部コミュニティ推進協議会主催の

「トウブプレミアムキャンドルナイト」が開催されまし
た。点灯式では校庭のメタセコイアの木や校舎など
がライトアップされ、幻想的な世界が広がりました。
今年は新型コロナウイルス感染症対策のため、点灯
式や音楽家のライブ演奏の様子をＹｏｕＴｕｂｅ配信
し、自宅でも楽しめるようにするなど、東部コミュニ
ティの皆さんによる熱い想いで、寒さが吹き飛ぶほ
ど楽しいイベントになりました。

成人式「密」避け門出の日を祝う
　町の成人式が1月10日、アグピアホール（中央公民館
多目的ホール）で行われました。今年は新型コロナウイ
ルス感染症対策のため、式を2部制で行い、座席の間隔
を広く取り、町長と議長からのお祝いの言葉を冊子にし
て配布。参加した234人の新成人は、例年とは異なる式
典に、真剣な面持ちで臨んでいました。次に行われた新
成人の集いでは、緊張もほぐれ、実行委員会が用意した
思い出のスライド、恩師からのビデオメッセージ、抽選
会などで、会場は楽しい雰囲気に包まれました。参加し
た新成人は「本当は全員で集まりたかったが、式が行わ
れるだけでもありがたい」「大変な世の中であるからこ
そ、しっかり責任を持った大人になりたい」「家族や恩
師、地域の方々、仲間たちに感謝し精一杯生きていきた
い」と述べました。

▲　真剣な表情の新成人 ▲　新成人代表のお礼の言葉

▲　思い出のスライドを鑑賞して笑顔

▲　ライトアップによる幻想的な空間

1/10
（日）

12/20
（日）
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　子どもを小・中学校へ就学させるのに経済的理由で困っている保護者に、学用品費や学校給食費
などの就学援助を行っています。

※　令和3年度に小･中学校へ入学予定の児童･生徒の保護者の方で、入学前に新入学児童生徒学用品費の支給を
希望する方は2月末までに申請してください。なお、この期限を過ぎても4月30日までに申請し、認定された場合
は5月に支給します。（5月以降の申請については支給されません）

■申請･問い合わせ先　学校教育課学校教育係　（48）1111（内1230・1231）　

■対　象　町立小･中学校に在学または入学を予定している児童･生徒の保護者で、「要保護」「準要保護」に該当する方
〇「要保護」は生活保護世帯の方
〇「準要保護」は次のいずれかに該当する方
　▽　生活保護が停止または廃止された方
　▽　町民税が非課税または減免された方
　▽　個人事業税または固定資産税が減免された方
　▽　国民健康保険税が減免された方
　▽　国民年金保険料が免除された方

▽　児童扶養手当が支給された方
▽　生活福祉資金の貸し付けを受けた方
▽　そのほか、経済的な理由で困っている方で、教
育委員会が援助を必要と認めた方

学用品費等
項　　目

新入学児童
生徒学用品費

修学旅行費

学校給食費

医療費

校外活動費

援助対象
準要保護に該当する方
小学１年生の児童または中学１年生の生徒
がいる準要保護に該当する方
小学6年生の児童または中学3年生の生
徒がいる要保護・準要保護に該当する方
準要保護に該当する方

準要保護に該当する方

小学5年生の児童または中学2年生の生
徒がいる準要保護に該当する方

■就学援助の内容

就学困難な児童・生徒への援助就学困難な児童・生徒への援助

　宝くじを財源として実施される「コミュニティ助成事業」を利用して、大古根地区が宮長胴
太鼓を新調しました。
　一般財団法人自治総合センターでは、宝くじの社会貢献広報事業として、コミュニティ活
動で必要な備品や集会施設の整備などに対して助成を行い、地域コミュニティ活動の充
実・強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与するための事
業を行っています。
　
■問い合わせ先　政策協働課協働推進係　（48）1111（内1310）

宝くじの助成金で新調しました宝くじの助成金で新調しました

　6月入園希望の受け付けを行います。詳しい入所基準は案内で確認願います。
　入所申し込み書や案内は随時子育て支援課で配布しています。
　受付期間を過ぎると申し込みはできますが優先順位が下がるので、お気を付けください。
■受付期間　土曜日・日曜日を除く3月1日（月）～3月10日（水）の午前9時～午後5時
■受付場所　子育て支援課（10番窓口）
■申し込み方法　子育て支援課で配布する入所申込書に必要事項を記入し、必要書類と併せて提出してください。
　※　提出書類に不備や不足がある場合、受け付けできません。　
■その他　▽　年少クラス以上については、自由契約児の受け付けも行います。
　　　　　▽　4・5月の入園受け付けも随時行っています。希望月の前月10日（10日が休みの場合は直前の開

庁日）までに必要書類を提出してください。
■申し込み・問い合わせ先　子育て支援課幼児保育係　（48）1111（内1123・1124）

保育園入園案内（6月入園分）保育園入園案内（6月入園分）

支給内容
学用品費、通学用品費
小・中学校に入学する児童・生徒が通常必要とする学用品費、
通学用品費の購入費
児童・生徒が修学旅行に参加するために直接必要な交通費、
宿泊費、見学料、記念写真代など
保護者が学校に支払う給食費の全額

校外活動費（宿泊を伴うもの）、キャンプなどに参加するため直
接必要な費用

学校保健安全法施行令第8条に定める疾病（学校病）における
自己負担額
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55.ジェンダー平等を実現しよう
ジェンダーの平等を達成し、全ての女性と女児の能力
開花を図る

ＳＤＧｓ17の目標
6.安全な水とトイレを世界中に
全ての人の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する



■問い合わせ先　保健センター1階（オアシスセンター内）　（48）1111（内1520・1521）

　予防接種は、病気の予防や重症化を防ぎ、感染の流行を防ぐ非常に大切なものです。ワクチンの種類によっては、費用
補助の期限が迫っているものもありますので、早めに接種を受けてください。

予防接種はお済みですか？

【1期】
■対　象　1歳以上2歳未満
■接種期限　2歳の誕生日の前日
【2期】
■対　象　平成26年4月2日～平成27年4月1日生まれ
の方（保育園・幼稚園の年長児）
■接種期限　3月31日（水）

麻しん風しん混合ワクチン

■対　象　1歳以上3歳未満
■接種期限　3歳の誕生日の前日

水痘ワクチン（全2回）

　風しん予防接種を公的に受ける機会がなく、抗体保有率がほかの世代に比べて低い方を対象に、風しんの抗体検
査と予防接種（抗体が基準値より低かった方のみ）を無料で受けられます。
■令和2年度の対象者　昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの方（抗体検査未実施の方には、1月中に勧奨
はがきを送付しています）
■期　限　3月31日（水）
■持ち物　クーポン券、本人確認のできるもの
　実施医療機関で抗体検査・予防接種を受けてください。

※　各種予防接種を受ける際に必要な手続きや持ち物などの詳細は、町ホームページ（https://
　www.town.agui.lg.jp/category_list.php?frmCd=9-2-0-0-0）を確認してください。

男性の風しん抗体検査、予防接種

■対　象　11歳以上13歳未満
　（小学6年生の方に通知しています）
■接種期限　13歳の誕生日の前日

2種混合（ジフテリア・破傷風）ワクチン

【1期（全3回）】
■対　象　3歳以上7歳6カ月未満
■接種期限　7歳6カ月を迎える前日
【2期】
■対　象　9歳以上13歳未満
■接種期限　13歳の誕生日の前日
※　特例措置
▽　平成7年4月2日～平成19年4月1日までに生ま
れた方は、1期・2期（全4回）のうち未接種分を20歳
になるまで公費で接種ができます。

▽　平成19年4月2日～平成21年10月1日生まれの
方は、1期（全3回）のうち、未接種分を9歳以上13
歳未満の期間に接種できます。

※　ワクチンの製造一時停止により、ワクチンが不足し
ているため、予約が取りづらい状況になっています。
詳細は町ホームページをご覧ください。

日本脳炎ワクチン

費用補助の期限内に早めの接種を費用補助の期限内に早めの接種を

　保
健センター通信

すこやかだより 保健センター（オアシスセンター）1階　（48）1111（内1520・1521）

■対　象　満65歳以上で、今までに町の補助による接
種を受けていない方
■自己負担額　2,000円（接種に要する費用のうち残額
を町が補助します）

※　予診票は町保健センターで配布します。

高齢者肺炎球菌ワクチン
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6 7.エネルギーをみんなに　そしてクリーンに
全ての人の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギー
へのアクセスを確保する

ＳＤＧｓ17の目標
8.働きがいも経済成長も
包摂的かつ持続可能な経済成長、全ての人の完全かつ生産
的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用を促進する



■問い合わせ先
保健センター（オアシスセンター）
（48）1111（内1520・1521）
※　会場・所在地の記載がない場合、会場は保健センターです。

の保健ガイド

（診療時間　午前9時～午後1時）●休日診療歯科診療所
日にち 診療所（所在地） 電　話

日曜日・祝日 （23）2636半田歯科医療センター
（半田市港町1-62）

乳児健診 9日（火）
1歳児歯科相談 24日（水）
1歳6カ月児健診 16日（火）
2歳児歯科健診 25日（木）
3歳児健診

令和2年3月生
令和元年8月17日～9月16日生

平成30年2月生
平成31年2月～3月生

24日（水）

●乳幼児健康診査日（都合の悪い方は問い合わせ先まで連絡してください）
健診の種類 対象者

午後1時～午後1時30分
受付時間日にち

令和2年11月10日～12月9日生
午前9時30分～午前11時
午後1時～午後1時30分

午前9時30分～午前10時30分
午後1時～午後1時30分

●予防接種日（都合の悪い方は問い合わせ先まで連絡してください）

令和2年9月2日～10月2日生 2日（火）
予防接種名 対象者 受付時間日にち
ＢＣＧ接種 午後1時30分～午後2時

3日（水）
17日（水）

●その他
事業の種類 対象者 時　間日にち

母子健康手帳の交付 午前9時～午前10時妊娠届出書を交付された方
（ご都合が悪い方は連絡してください）

5日（金）
19日（金）

●健康なんでも相談日　乳児・一般健康相談
内　容 時　間日にち

赤ちゃんからお年寄りまで、身長・体重・血圧などを測定します。
（電話相談も可）

午前9時～午前11時
午後1時～午後3時

●休日診療担当医院

日にち 担当医院（所在地） 診療科目
7日（日）

14日（日）

20日（土・祝）

21日（日）

28日（日）

電　話
（49）3811

（89）2020

（48）8866

（48）8787

（48）8787

（診療時間　午前9時～正午）
インフルエンザの検査について、医療機関によっては実施しない場合もありますので、あらかじめ担当医療機関に問い合わせてくだ
さい。

於大クリニック阿久比（宮津字西森下14-1）

あぐい小児科クリニック（福住字坊田34）

阿久比クリニック（卯坂字米山1-1）

浅井外科（白沢字天神前33-2）

浅井外科（白沢字天神前33-2）

内科、腎臓内科

小児科

内科、小児科

脳神経外科、整形外科、内科、外科、消化器外科、リハビリテーション科

脳神経外科、整形外科、内科、外科、消化器外科、リハビリテーション科

【がん検診、母子健診を受けられる方へのお願い】
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、あらかじめ来所時間を指定しています。来所時間は、案内通知でお知らせし
ます。体調不良の場合は、受診を控えてください。

前期離乳食講習会 令和2年11月生
午前10時～午前11時30分

11日（木）
後期離乳食講習会 令和2年6月～7月生 26日（金）

●教室・講習会
教室などの種類 対象者 時　間日にち

3月

受注No.21A01031／版管理番241891-01／阿久比町役場様    
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710.人や国の不平等をなくそう
各国内・各国間の不平等を是正する

9.産業と技術革新の基盤をつくろう
強靭なインフラの整備、包摂的かつ持続可能な産業化の
促進・イノベーションの推進を図る

ＳＤＧｓ17の目標
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11.住み続けられるまちづくりを
包摂的で安全かつ強靭で持続可能な都市・人間居住
を実現する

ＳＤＧｓ17の目標
12.つくる責任　つかう責任
持続可能な生産消費形態を確保する

月日 火 水 木 金 土
1

8

15

22

29

子育て支援センター子育て支援センター子育て支援センター子育て支援センター
土曜日・日曜日、祝日は休み土曜日・日曜日、祝日は休み

問い合わせ先 （４７）０３６９（阿久比スポーツ村クラブハウス２階）

ぴ っ ぴぴ っ ぴぴ っ ぴ
阿久比町

子育て支援センター
あぐぴっぴ

2

9

16

23

30

7

14

21

28

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

休

休

休

休

休

休

休

児童館　開館 児開館

児開館

児開館

児開館

児開館

児開館

児開館

児童館　PM開館 児童館　開館

児童館　PM開館

児童館　PM開館

児童館　休み

児童館　休み児開館

児童館　休み

児童館　休み

児童館　開館 児童館　開館

児童館　開館

児童館　PM開館児童館　休み 児童館　開館 児童館　開館

児童館　開館

児童館　開館

児童館　開館

児童館　開館

児童館　開館

児童館　休み

児童館　開館

新型コロナウイルス感染症対策のため、下記のとおり子育て支援センターの開所内容などを変更します。
※　今後の状況によっては内容を変更することもありますのでご了承ください。

◆ファミサポ会員募集しています!! ◆

春分の日

　依頼会員・援助会員・依頼と援助と
両方を希望する方を募集しています。
特に援助会員を募集しています。興
味のある方、詳しいことをお聞きにな
りたい方は子育て支援センターまで
問い合わせてください。
※　ファミサポの活動は通常通り実
施します。

★3月の講座などについて
　予定していた「ミニ講座」「お
しゃべりルーム」「おもちゃ病院」
「わくわくぴっぴ広場」は実施し
ません。

【ぴっぴ広場】
　■開所時間　午前9時～午前11時30分(利用時間は1時間以内)
　　　　　　　午後1時～午後3時30分(利用時間は1時間以内)
　■人　数　親子15組（予約不可）
　　※　町内在住の方のみ利用できます。
　　※　ふれあい遊び・ランチタイム・制作・絵本の貸し出しは行いません。
【芝生広場】
　▽　「おそとでぴっぴ」は実施しません。　

★3月の子育て支援センター開所内容について

だ よ りだ よ りだ よ り

＊　ことばの相談室「すくすく相談日」は、臨床心理士に子ども
の発達や子育ての悩みなどを相談できます。

　　詳しくは、子育て支援センターまで問い合わせください。
＊　芝生広場は実施しません。
＊　児童館は20日開館のため、管理規則により23日は休館
になります。

カレンダー 3がつ

3月

　令和2年度は新型コロナウイルス感染症対策のため、入園おめでとうの
会は行いません。令和3年度に入園されるお子さんにはささやかながら、ス
タッフがお祝いのプレゼントを作ってお渡しします。プレゼントを希望され
る方は予約が必要となりますので、子育て支援センターまで申し込んでく
ださい。
■申し込み期間　2月16日(火)～2月24日(水)
　直接申し込みをしていただくか、電話でも受け付けます。

入園おめでとうの会について



　地図を読み解きながら、愛知県
の地形や地質、歴史、文化、産業な
ど、知っているようで知られていな
い多彩な魅力に迫る。

◆尾張教育研究会書写作品コンクール特選作品展・
　阿久比町郷土学習同好会展……………………………2月21日（日）まで
◆狂俳英比会作品展………………………………………2月26日（金）～3月7日（日）
◆スケッチ燦展……………………………………………3月11日（木）～3月28日（日）

　愛知県の産業や文化、史跡など
を、写真とクイズで分かりやすく、楽
しく紹介。さぁ、「社会見学」に出か
けよう。全3巻。

『愛知の
トリセツ』

一般向け 児童・ティーンズ 絵本あいち発見
『コレ、な～んだ！？』

『シャバーニ
だいすき』

著者
愛知県小中学校長会
他[編集]

著者

宮崎　一人

　東山動植物園の人気者・ゴリラ
のシャバーニが絵本に。
　ケンちゃんと一緒に、シャバーニ
の生活を見てみよう。

著者
昭文社企画
編集室[編集]

本で愛知県のことを知ろう！こちら、阿久比町立図書館です！
●阿久比町立図書館　（48）6231　●開館＝火曜日～金曜日 午前10時～午後6時、土曜日・日曜日・祝日 午前10時～午後5時
●休館日＝毎週月曜日、毎月最終木曜日　※　そのほか、館内整理など不定期の休館もありますので問い合わせてください。

出版社

愛知県教育振興会

出版社

三恵社

出版社

昭文社

こちら、阿久比町立図書館です！

■生活支援コーディネーターとは
　　地域に出向いて、高齢の方々が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、一緒に地

域づくりのお手伝いをしています。町が社会福祉協議会に委託し、設置しています。
　　「地域の中で、困っていることや不足しているものがある」「地域の中で、支え合

い活動をしたいと考えているが、何から始めたらいいのか分からない」など、地域
づくりのことは、お気軽にご相談ください。

　生活支援コーディネーターが地域に取材に赴き、宅老所の場所や、健康
体操同好会、サロンの特徴などを学区ごとに写真付きで掲載しています！

■問い合わせ先　阿久比町社会福祉協議会　担当：横江・守口　  住所：阿久比町大字卯坂字丸ノ内85番地(オアシスセンター3階）
　　　　　　　　（48）1111（内1523）　ＦＡＸ（48）4045　電子メール　agui-sw@cac-net.ne.jp

相談 紹介

【男性健康体操グループ】
 集いの場マップより

生活支援コーディネーター

【集いの場マップ】

生活支援コーディネーターの活動紹介

～集いの場マップを活用して介護予防をしませんか？～

地域の交流を深
め、体操を通じて
介護予防に！

地域の“つながり”と“介護予防”をつなぐ！

最近、
運動不足

男性だけの
集まりがな
いかな？

あります！
男性だけの
体操同好会

元気になれた
し、仲間もで
きた！！

生活支援コーディネーターをご存じですか？生活支援コーディネーターをご存じですか？

展
示
ホ
ー
ル

▶
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

　横
江
貞
儀

町ホームページからもダウンロードできます。ぜひご活用ください。
http://www.town.agui.lg.jp/cmsfiles/contents/0000004/4606/tudoinobamap.pdf
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14.海の豊かさを守ろう
持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、
持続可能な形で利用する

13.気候変動に具体的な対策を
気候変動とその影響を軽減するための緊急対策を講じるＳＤＧｓ17の目標



受注No.21A01031／版管理番241891-01／阿久比町役場様    
広報あぐい2/15号政策協働課（210×297mm）／21.02.02／16:20／澤田★★★■

information
お知らせ

2日（火）、5日（金）、9日（火）、12日（金）、
16日（火）、19日（金）、23日（火）
午後6時30分～午後8時30分

種　　　目 日　　　時場　　　所

ヨガ教室

健康教室

吹き矢教室

グラウンドゴルフ

ヒップホップ
ダンス教室

小中学生
バレーボール教室

小中学生
剣道教室

小中学生
サッカー教室

アクティブ教室
（ZUMBA）

3日（水）、10日（水）、17日（水）、24日（水）、31日（水）
午後7時30分～午後9時

27日（土）
午前9時～午後0時30分

6日（土）､20日（土・祝）、27日（土）
午前9時～午後0時30分
2日（火）、9日（火）、16日（火）、23日（火）、30日（火）
午後6時30分～午後9時30分
初級 午後6時30分～午後8時　
中級 午後6時30分～午後9時30分
11日（木）、25日（木）
午後2時～午後3時30分
ヨガマットをお持ちの方は、持参ください。

21日（日）、28日（日）
午前9時～午前11時
21（日）
午前9時30分～午前11時30分
ヨガマットをお持ちの方は、持参ください。

4日（木）、11日（木）、18日（木）、25日（木）
午前10時～午前11時30分
ヨガマットをお持ちの方は、持参ください。

■問い合わせ先　阿久比スポーツ村　（49）2500

日　　　時 内　　　容 会　　場

■申し込み・問い合わせ先
　アクティブあぐい（阿久比スポーツ村内）　月・火・水・金・土曜日　午前9時～正午
　090（6617）9101　ホームページ　https://activeagui.com/

草木小学校
体育館

草木小学校運動場

丸山武道場

板山グランド

小中学生
バドミントン教室 ふれあいの森

ふれあいの森

ふれあいの森

ふれあいの森

草木小学校体育館
（24日、31日）
草木公民館

（3日、10日、17日）

ふれあいの森

3月のスポーツ村イベントガイド

未定
電話でお問い合わせください。

総合型地域スポーツクラブ「アクティブあぐい」3月の予定
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愛知県高等学校優勝野球大会
知多地区予選会20日（土・祝）～31日（水） 野球場

スポーツ村すこやか町民開放21日（日）
午前9時～午後4時30分 陸上競技場

　「災害」「防犯・不審者」「行方不明
者」に関する情報を配信する町の
登録制メール「あんしん防災ねっ
と」は、防災行政無線のデジタル化
に伴い、配信元業者を変更します。
　令和2年以前から登録をしてい
る方は手続き不要ですが、2月20
日以降に新規登録をする際には、
次のＵＲＬから登録をしてください。
▽　パソコン・スマートフォンから

登録する場合
　　  https://plus.sugumail.c
　　  om/usr/agui/home

▽　フィーチャーフォン（ガラケー）
から登録する場合

　　  https://m.sugumail.com/
　　  m/agui/home

※　業者の移行期間中（1月1日～
2月19日）に登録や変更を希望
される方は、①登録・変更となる
アドレス、②配信を希望するカテ
ゴリ（「災害」「防犯・不審者」「行
方不明者」）を問い合わせ先の
メールアドレスまでお知らせくだ
さい。
■問い合わせ先
　防災交通課防災係
　（48）1111（内1209・1210）
　電子メール
　bosai@town.agui.lg.jp

○非会員の方は、1人1回300円です。
○どの教室も予約なしで参加できます。（やむを得ず中止になる場合があります）

会員になると、どの教室も無料で参加できます。 
■受付開始日　3月1日（月）
■受付時間　月・火・水・金・土曜日　午前9時～正午
■年会費　大人（高校生以上）　3,500円　　シニア（65才以上）　 3,000円
　　　　　ジュニア（中学生以下）　2,500円
■申し込み先　アクティブあぐい事務所（スポーツ村クラブハウス1階）
　※　年会費には、スポーツ保険料は含まれません。（加入をお勧めします）

令和3年度の会員募集

■日　　時　第2・第4木曜日　午後2時～午後3時30分
■場　　所　ふれあいの森　体育室    

健康教室変更のお知らせ（1月から）

15.陸の豊かさも守ろう
陸上生態系の保護、回復、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、
ならびに土地劣化の阻止・回復、生物多様性の損失を阻止する

ＳＤＧｓ17の目標

「あんしん防災ねっ
と」新規登録方法
の変更について

※　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止となる場合があります。



○　相談事例
　5年程前に土産として魚介類を購入した販売業者から「新型コロナウイルスの影
響で経営が苦しいので、商品を買って助けてほしい」と電話があった。人助けになる
ならと思い、約2万円支払って魚介類を注文した。しかし、届いた商品は値段に全く
見合っていない安価なものだったので、クーリング・オフをしようと業者に何度も電
話をしているがつながらない。
○　被害を防ぐアドバイス
　「新型コロナウイルスの影響でお客が減少している」「助けてほしい」などと苦境
を口実に業者はこちらの関心を引き、商品の購入を勧めてきます。話をしておかし
いと感じることがあれば、きっぱりと断りましょう。
　業者からの電話勧誘によって取引された場合、特定商取引法に定める「電話勧誘
販売」に該当します。業者からの電話勧誘で商品購入を承諾しても、書面を受け取っ
た日から数えて8日間はクーリング・オフ（無条件解除）をすることができます。自分
で抱え込まず、すぐに消費生活センターなどに相談してください。
消費生活相談(無料）をご利用ください。
◎　知多半田消費生活センターでは消費生活相談を行っています。
■日にち　月曜日～金曜日（祝日、第４水曜日を除く）
■時　間　来所相談：午前9時30分～午前11時
　　　　　　　　　　午後1時30分～午後3時
　　　　　電話相談：午前9時30分～午後4時30分
※　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話相談でのご協力をお願いしま

す。来所相談の場合も電話で確認してください。
■問い合わせ先　知多半田消費生活センター　（32）2444
　　　　　　　　（クラシティ3階市民交流センター内）

シリーズ　消費生活相談　
 新型コロナウイルスに便乗した悪質商法に注意！

～「新型コロナウイルスで困っている」などと言い、嘘や強引な勧誘で商品を購入させる事例～

○127

　昨年家の大掃
除をしていたとこ

ろ、押入れの奥から子どもの頃に遊
んだベーゴマが出てきました。当時
近所の駄菓子屋さんで売っていた
もので、私の地元では大変盛り上
がっていた遊びでした。正月家族が
家にいたこともあり、一緒に遊ぶこ
とに。家族皆童心に帰りベーゴマ遊
びに夢中になりました。最近ではさ
らに進化したベーゴマがあるよう
ですが、家にいる時間が長くなって
いる中で、子どもの頃に楽しんだ遊
びに触れてみるのも良いのではな
いでしょうか。新しい発見があるか
もしれません。
広報担当者　Ｔ．Ｎ

編集後記
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成年後見制度巡回相談
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3 月の相談
■人権・行政・心配ごと相談
　4日（木）、18日（木）
　場　所　中央公民館本館308号室
　時　間　午前9時30分～午前11時30分
　※　電話での相談も受け付けます。
■無料法律相談（事前に予約が必要）
　18日（木）
　場　所　アグピアホール練習室1
　時　間　午後1時～午後4時
■問い合わせ先
　住民福祉課社会福祉係
　（４８）１１１１（内１１２２）

日　時　3月4日（木）
　　　　午後1時～午後5時
場　所　中央公民館本館308号室
　NPO法人知多地域成年後見セン
ターでは、成年後見制度巡回相談（事前
に予約が必要）を毎月行っています。
■問い合わせ先
　知多地域成年後見センター事務所

（知多福祉活動センター内）
　0562（39）3770

成年後見制度巡回相談

　知多半島を舞台にしたスタンプ
ラリーを開催しています。 
■参加方法　スマートフォン専用ア

プリ「ちたんぷ」をダウンロード
して、知多半島内約500カ所の
ちたんぷスポットを巡ります。ス
タンプを集めるとポイントが貯
まり、抽選ですてきなギフトが当
たります。また、アプリには施設
やお店で使えるお得なクーポン
がたくさんあります。

▲ちたんぷ専用サイト
■参加費　無料
■最終日　3月28日（日）
■問い合わせ先　知多半島回遊性

向上事業実行委員会事務局
　052（971）7253

　ＪＥＴＲＯ〔ジェトロ（日本貿易振興

機構）〕は海外ビジネス情報の提供
や中堅・中小企業などの海外展開
支援などに取り組む独立行政法人
です。名古屋貿易情報センターで
は、貿易投資に関する相談窓口（無
料、オンラインでの受け付け）を置
いているほか、セミナー・商談会な
ど各種イベントを随時開催してい
ます。
　今回は、事業者の方を対象に、商
品のブランド力向上を目的とした
セミナーをオンライン形式で開催
します。
■テーマ　「海外に通用するブラ

ンディングセミナー」
■講　師　マニグリエ真矢（在日フ

ランス商工会議所　理事、フラ
ンス政府対外貿易顧問委員会　
副会長、有限会社エクスプリム　
代表取締役、デザイン・コンシェ
ルジュ）

■日　時　3月5日（金）午後2時～
午後2時45分（セミナー終了後
個別相談の時間あり）

■開催形式　オンライン（参加希
望者にセミナーを視聴できるＵＲ
Ｌを送付します）

■申込方法　次のＵＲＬにアクセス
し情報を登録の上、申し込みをし
てください。

　https://www.jetro.go.jp/ev
　ents/nag/004defd6ef5589
　ac.html
■申込期限　2月28日（日）
■問い合わせ先　ジェトロ名古屋
　住所　名古屋市中村区名駅4丁

目4-38 愛知県産業労働セン
ター18階
　052（589）6210
　電子メール　NAG@jetro.go.jp

ちたんぷ
冬クールを開催中

事業者向けブランディン
グセミナーを開催します

3 月の相談

広報あぐい　2021.2.15
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お知らせ

受注No.21A01031／版管理番241891-01／阿久比町役場様    
広報あぐい2/15号政策協働課（210×297mm）／21.02.03／09:25／澤田★★★■

16.平和と公正をすべての人に
持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、全ての人に司法へのアクセスを提供し、
あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する

ＳＤＧｓ17の目標



1260
市外局番

0569

広
報
　あ
ぐ
い

　目の不自由な方が広報あぐいを利用できるよう声の
広報ボランティア「あいうえお」がCDに音訳録音してい
ます。録音したCDを利用希望者へ無料で送付していま
す。利用希望者は、下記までご連絡ください。
■問い合わせ先　町社会福祉協議会・ボランティアセンター（４８）１１１１（内１５２３）

■発行／阿久比町（〒470-2292　愛知県知多郡阿久比町
　大字卯坂字殿越50　0569（48）1111）
　編集／総務部政策協働課
■阿久比町ホームページ  ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｔｏｗｎ．ａｇｕｉ．ｌｇ．ｊｐ/
資源を大切に！この用紙は再生紙を使用しています。

新型コロナウイルス感染拡大防止のために

「あ」「ぐ」「い」「ちょ」「う」で表す啓発標語
みんなで習慣にしよう！みんなで習慣にしよう！

「あ」　　朝　体温はかって　今日もスタート
「ぐ」　　ぐっすり眠って　免疫力アップ！
「い」　　いつでも換気　いい空気
「ちょ」　丁度いい　その距離保って　マスクして
「う」　　うがいした？　手洗いの後は忘れずに！

1 月　救急・火災

火災
建　物
車　両
その他

2
0
0
2

救急
交通事故
急　　病
そ の 他

阿久比町消防団
出動人員　 10人

79
5
51
23

【最終確認】
「コロナに打ち勝て！暮らしの応援クーポン券」

2月28日が使用期限です

【最終確認】
「コロナに打ち勝て！暮らしの応援クーポン券」

2月28日が使用期限です

　「コロナに打ち勝て！暮らしの応援クーポン券」の使用期限は、2月28日（日）までです。クーポン券をお持
ちの方は、注意事項をよく確認し、町内の取扱加盟店でお早めにご使用ください。
※　1,000円のお買い上げにつき、クーポン券1枚を使用でき、500円分が補助されます。
※　期限が切れたクーポン券は使用できません。
※　未使用分の払い戻しなどはできません。

「コロナに打ち勝て！暮らしの応援クーポン券」取扱加盟店の皆さまへ
～使用済みクーポン券の換金期限は3月8日まで～

　期間内に手続き願います。期限を過ぎると換金できませんのでご注意ください。期限間近は混み合うこと
がありますので、お早めの換金をお願いします。
■換金期限　3月8日（月）
■換金方法　使用済みクーポン券の裏面に店舗名を記入し（ゴム印可）、産業観光課にお持ちください。

後日、口座への振り込みでお支払いします。
■問い合わせ先　産業観光課商工労政係　（48）1111（内1225）

お
早
め
に
！
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受注No.21A01031／版管理番号241891-01／阿久比町役場様
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17.パートナーシップで目標を達成しよう
持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化するＳＤＧｓ17の目標


